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令和４年度第２回千歳市農業委員会議事録 

 

日  時 令和４年５月２７日（金）  １３時３０分開会 

 １３時５０分閉会 

開催場所 千歳市役所 議会棟 大会議室 

 

１ 出欠状況 （出席委員１９名 欠席委員１名） 

  

１番 平 沖 道 徳 出 席  

２番 宮 澤 徳 夫 出 席  

３番 三 溝 健 雄 出 席  

４番 登 坂 英 樹 出 席  

５番 平 岡   博 出 席  

６番 今   鉄 雅 出 席 議事録署名委員 

７番 片 桐 好 英 出 席 議事録署名委員 

８番 樋 口   司 出 席  

９番 川 端 智 之 出 席  

１０番 田 村 正 司 出 席  

１１番 遠 藤 義 博 出 席  

１２番 鈴 木 弘 樹 欠 席  

１３番 清 水 利 一 出 席  

１４番 平 岡 日出男 出 席  

１５番 黒 澤 讓 治 出 席  

１６番 藤 田 勝 久 出 席  

１７番 中 村 由美子 出 席  

１８番 山 形 繁 雄 出 席  

１９番 高 橋   正 出 席  

２０番 長 島 信 行 出 席   

 

 

２ 事務局職員出席状況 

 

事務局長 松 石 博 司 

管理課長 田 中 康 仁 

企画振興係長 小 野 美 幸 

農地係長 上 田 創 一 

農地係主事 松 川   裕 
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３ 議事日程 

 

日程第１ 開会宣言 

日程第２ 会長挨拶 

日程第３ 議事録署名委員の指名 

日程第４ 諸般の報告 

日程第５ 報告の部 

 報告第1号 専決処分の報告について 

（農地法第18条第6項合意解約の通知） 

日程第６ 協議の部  

    議案第1号 農地法第3条の規定による許可申請について 

    議案第2号 農地法第5条の規定による許可申請について 

 議案第3号 買受適格証明願について 

日程第７ その他  
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議 事 次 第 

＜日程第1 開会宣言＞ 

事 務 局 長  それでは、ただ今から、令和4年度第2回農業委員会総会を開

催いたします。 

本日、12番、鈴木委員は、所要のため、欠席する旨の届出がご

ざいました。 

よって、委員20名中19名が出席しており、会議は成立いたし

ました。 

会議の開催にあたり、会長からご挨拶があります。 

 

＜日程第２ 会長挨拶＞ 

会 長  皆様、こんにちは。 

今年は雪解けも順調に進み、雨が少ないため春作業は順調に進

んでいるかと思います。今日のこの雨がもう少し早く欲しかった

気がしますが、これから牧草を刈る方は少し例年より数量が少な

い感じがしています。これから順調に雨が降ることを願いながら

農作業にあたっていきたいと思います。 

本日もよろしくお願いいたします。それでは、ただいまから会

議を始めます。（13：30） 

 

＜日程第３ 議事録署名委員の指名＞ 

議 長  日程第3、議事録署名委員を指名いたします。 

議事録署名委員には、千歳市農業委員会会議規則第 13 条によ

り、6番、今委員、7番、片桐委員を指名いたします。 

 

＜日程第４ 諸般の報告＞ 

議 長  日程第4、諸般の報告を行います。 

事務局より説明願います。 
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事 務 局   令和4年度第1回総会以降の諸般の事項につきまして、お手

元に配布している資料のとおりであります。 

事務局からは、以上です。 

 

 

＜日程第５ 報告の部＞ 

 

 

【報告第１号 専決処分の報告について（農地法第１８条第６項合意解約の通知）】 

 

議 長  次に、日程第5、報告の部に入ります。（13：30） 

報告第1号を議題といたします。 

事務局より説明願います。 

 

事 務 局  報告第1号について、ご説明申し上げます。 

議案書1 ﾍﾟｰｼﾞをお開きください 

農地法第18条第6項の規定による賃貸借等の合意解約の通知が

あり、千歳市農業委員会会長専決及び事務処理要領により、次の

とおり専決処分をしたので、これを報告します。 

今月の農地法第18条第6項の規定による賃貸借等の合意解約は

1件で、土地の所在等は、議案書1 ﾍﾟｰｼﾞのとおりです。 

整理番号2は、新規就農者に所有権移転を行うため解約する案

件であります。 

新たな耕作者については、後ほど、議案第1号において、農地

法第3条に基づく所有権移転案件としてお諮りする予定でありま

す。 

 以上、報告第1号について、ご説明申し上げました。 

事務局からは以上であります。 

 

議 長  報告事項について、質問をお受けいたします。 

 

  （質問なし） 

 

議 長  質問がなければ、これをもって報告第 1 号を報告済みといたし

ます。 
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＜日程第６ 協議の部＞ 

 

 

【議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について】 

 

議 長  次に日程第6、協議の部に入ります。（13：32） 

はじめに、議案第1号、農地法第3条の規定による許可申請に

ついてを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

事 務 局  議案第1号について、ご説明申し上げます。 

議案書2 ﾍﾟｰｼﾞをお開きください。 

農地法第3条の規定による許可申請があったので、可否につい

て審議意見を求めます。 

今月の農地法第3条の許可申請は、所有権移転が1件です。 

当日配布資料の1 ﾍﾟｰｼﾞから8 ﾍﾟｰｼﾞに、議案第1号資料として

地番図、営農計画書を添付しておりますので、説明と合わせてご

確認願います。 

整理番号5は、新規就農者の△△△△さんが、△△△△さんか

ら農地を買い受ける所有権移転案件です。 

 土地の所在等につきましては、議案書2 ﾍﾟｰｼﾞのとおりです。 

整理番号5は、調査書により確認した結果、農地法第3条第2

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 

以上、整理番号5について、ご説明申し上げましたが、よろし

くご審議ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

事務局からは以上であります。 

 

議 長   事務局の説明が終わりましたが、農地小委員長から農地小委員

会の審議内容について報告願います。 

 

宮 澤 委 員 長   4月22日に、令和4年度第1回農地小委員会を開催し、議案第

1号、整理番号5に係る新規就農者の権利取得について審議を行

ったので報告します 

当案件については、新規就農を希望する△△△△さんから、営

農を始めるきっかけや営農計画について説明を受けたあと、質疑

を行いました。 

その結果、営農計画が適当であり、本人の営農への意欲も十分

に感じられることから、本案件を適当と認め、総会に諮ることで

意見を集約しております。私からは以上です。 
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議 長   これより質疑を行います。 

 

  （質疑なし） 

 

議 長   他に発言がなければ、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。この議題を可とすることに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

  （挙手多数） 

 

議 長  挙手多数でありますので、この議題は可とすることに決定いた

しました。 

 

 

【議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について】 

 

議 長  次に、議案第2号、農地法第5条の規定による許可申請につい

てを議題といたします。事務局より説明願います。 

 

事 務 局  議案第2号についてご説明申し上げます。 

議案書3 ﾍﾟｰｼﾞをお開きください。 

農地法第5条の規定による許可申請があったので、可否について

審議意見を求めます。  

 当日配布資料の9 ﾍﾟｰｼﾞから10 ﾍﾟｰｼﾞに、議案第2号資料として

地番図等を添付しております。 

 今月の農地法第5条の規定による許可申請は1件です。 

整理番号1、転用を行う土地の所在等は議案書3 ﾍﾟｰｼﾞのとおり

です。 

新規就農者である△△△△さんが農家住宅を建築するための転

用案件であります。農地区分については、現在、農業振興地域整

備計画における農用地区域からの除外手続中であり、決定公告後

は、概ね10ha以上の集団的農地で、高性能農業機械による営農が

可能な農地であるため、甲種農地に位置づけられます。 

甲種農地は、原則、転用不許可とされておりますが、地域の農

業振興に関する地方公共団体の計画に基づき行われる農家住宅の

建築でありますことから、例外許可事由に該当します。 

また、資力についても事業費を上回る資金があることを確認し

ております。 

 これらのことから、当該申請は農地の転用許可基準の全てを満
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たしております。なお、本件につきましては30ａ未満の農家住宅

への転用であることから、北海道農業会議への意見聴取が不要と

なります。 

以上、議案第 2 号についてご説明申し上げましたが、よろしく

ご審議、ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

事務局からは以上であります。 

 

議 長  これより質疑を行います。 

 

  （質疑なし） 

 

議 長  質問がなければこれで質疑を終わります。 

お諮りします。この議題を可とすることに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

  （挙手多数） 

 

議 長  挙手多数でありますので、この議題は可とすることに決定しま

した。 

 

 

【議案第３号 買受適格証明願について】 

 

議 長  次に、議案第 3 号、買受適格証明願についてを議題といたしま

す。事務局より説明願います。 

 

事 務 局  議案第3号について、ご説明申し上げます。 

議案書4 ﾍﾟｰｼﾞをお開きください。 

買受適格証明の願出があったことから、証明の可否につい

て審議意見を求めます。なお、当該願出人が最高価買受申出

人となり農地法第3条の規定による許可申請書の提出があっ

た場合、本証明願の内容と事情が異なると会長が認めたとき

を除き、許可することについても承認願います。 

なお、当該申請を許可した場合については、報告事項とし

て直近の農業委員会総会で皆さまに報告します。 

お手元に当日配布資料として、11 ﾍﾟｰｼﾞに地番図、12 ﾍﾟｰｼﾞ

に期間入札の公告を配布しておりますので、説明と合わせて

ご確認ください。 

整理番号1から3までは、△△△△会社が、経営規模拡大
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のため、入札に必要な買受適格証明の願出があったものであ

ります。 

土地の所在等につきましては、議案書4 ﾍﾟｰｼﾞから5 ﾍﾟｰｼﾞ

のとおりです。 

なお、整理番号1から3までは同一の競売事件番号、同一

の所有者でありますが、裁判所により3件に分けたうえで競

売にかけられております。 

願出人である△△△△会社は、農業経験が30年以上ある△

△△△さんが令和2年に設立した農地所有適格法人でありま

す。 

構成員は代表社員である△△さんと△△さんの妻と父、従

業員1名の計4名となっており、年間従事日数は全員270日

以上となっております。 

経営内容ですが、経営地面積は○○haあり、営農類型は畑

作と野菜で、輪作により大豆、小麦、甜菜、子実ｺｰﾝなどを栽培

する計画となっております。 

なお、競売物件には農地以外に山林部分・宅地部分が含ま

れておりましたが、買受適格証明は農地法第3条に基づく所

有権移転と同じく、証明対象が農地・採草放牧地に限られる

ことから、山林部分・宅地部分については今回の買受適格証

明の対象から除いております。       

整理番号1から3までの買受適格性について、調査書によ

り確認した結果、農地法第3条第2項各号には該当しないた

め、農地法第3条の許可要件をすべて満たしております。 

以上、議案第3号について、ご説明申し上げましたが、よ

ろしくご審議ご決定いただきますようお願い申し上げます。 

事務局からは以上であります。 

 

議 長   これより質疑を行います。 

 

藤 田 委 員   農地と山林抱き合わせでのセットですが、農地だけはこのように

適格証明願が必要になるけれど、山林も同じ番号で載っているとい

うことですね。 

 

事 務 局   はい。そうです。 

 

藤 田 委 員   わかりました。 

 

川 端 委 員   整理番号1、2、3は土地が離れて存在しているのですが、その間
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にある土地は、更に競売されるのでしょうか。 

 

事 務 局   当日配布資料 11 ﾍﾟｰｼﾞの地番図で見ますと、ｵﾚﾝｼﾞ色の整理番号

3 と水色の整理番号 2、この間にあります○○○○、この辺りは去

年、競売で落札して△△さんが耕作しております。 

 

川 端 委 員   ○○○○とかは関係ないのですか。 

 

事 務 局   整理番号1と2の間は関係ないです。 

 

川 端 委 員   わかりました。 

 

議 長   他にございませんか。 

 

  （質疑なし） 

 

議 長  他に発言がなければこれで質疑を終わります。 

お諮りします。この議題を可とすることに賛成の委員は挙手を

お願いします。 

 

  （挙手多数） 

 

議 長  挙手多数でありますので、この議題は可とすることに決定いた

しました。 

  

議 長  これで、本日付議された議案はすべて審議を終了しましたが、

各委員から意見等がありましたら挙手をお願いします。 

 

  （発言なし） 

 

議 長   それでは、その他として事務局からの報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

 

 

 ※事務局より次の事項について、報告があった。 

 口 頭 令和5年度農業委員会委員の定数について 

 資料-1 農地法第3条第2項第5号の規定に基づく別段の面積

の見直しについて 

 資料-2 令和5年度農林関係税制改正に関する要望について 

資料-3 令和4年度農地ﾊﾟﾄﾛｰﾙ事前調査新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対

応（案）について 
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 資料-4 農作物の生育状況調査等について 

 

 

＜閉会宣言＞ 

 

議     長 これをもちまして、本総会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。（13：50 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            


